
別記様式（第３条関係） 

開催記録 

名 称 町民懇談会 

開催日時   平成 25 年 5 月 30 日 19 時 00 分から 20 時 45 分まで 

開催場所 本郷公民館 

出席者 

【役場】 
 副町長、野中生涯学習課長、佐々木まちづくり政策課長補佐、 
渡部係長、中村主査 

【町民】11 名 

議 題 
○公共施設整備検討について 
○第 3 次総合計画に向けたまちづくりについて 

資料の名称 
○公共施設整備検討に関する庁内検討報告 
○第 2 次総合計画ダイジェスト版 

記録方法 □全文記録 ■発言者の発言内容ごとの要点記録 □会議内容の要点記録 

内容 
《公共施設整備検討についての質疑》 
Ｑ 非農用地とは？場所がよくわからない。 
Ａ 高田中学校の北西側である。高田中央地区のほ場整備を実施した際に、将来の公共施

設を置く予定で非農用地設定をした場所である。当初は小学校を設置することも検討さ

れたが、高田小学校については大規模改修と補強で対応した。今は、認定こども園ひか

りが立地している。7 町ほど余っている。 
Ｑ 複合施設とは具体的にどんなものを想定としているのか？ 
Ａ 複合文化施設は合併当時の建設計画の中にうたわれている。文化ホール等を有した施

設である。公民館を核として、図書館、ホールなどを複合した施設を想定している。現

時点では詳細は決まっていない。皆さんからの意見で決めていく。 
Ｑ 耐震の基準の数値はどちら（庁舎か防災拠点か）を採用するのか？ 
Ａ 0.75 という防災拠点施設になり得る施設を想定している。 
Ｑ 施設の場所について、非農用地のデメリットが一つしかあげられていない。これにつ

いてどう考えているのか？ 
Ａ 中心市街地の空洞化等考えていかなければならない。移動したところに新しい商店街

をつくるなどという意見も先日の懇談会で出ていた。検討したい。 
Ｑ 将来は分庁舎方式をなくす方向で検討しているのか？ 
Ａ それは決まっていない。 



Ｑ ケース１～４を見ると、分庁舎方式をなくすのではないかと感じるが。 
Ａ 今回町の方から提案した 4 案については、それぞれメリット・デメリットがある。町

の方針は現時点で決まっていない。ご理解願いたい。 
Ｑ 町民に負担がかからないことが一番ではないのか。町民負担が増えるのは問題である。 
Ａ ご意見として承る。 
Ｑ 資料には、こうあるべきだというのが出てきていない。インパクトが足りないので説

得力がない。 
Ａ ご意見として承る。ただ、今回のように、町の方針を初めに示さない方法は町として

も初めてである。自由な意見を聞くためにこういう方法としており、物足りなさを感じ

るかもしれない。方針が決まれば、しっかりとした資料を示してご意見を聞きたい。 
Ｑ 高田庁舎は危険なのですぐにでも本郷・新鶴庁舎へ機能を移転するべきと思うが。 
Ａ 高田庁舎は危険であるが、住民サービスが低下しない方策を検討している最中である。 
Ｑ 本郷・新鶴庁舎を貸し出すという案では、借りる人が決まっていないと維持費ばかり

がかかる。介護施設などどうか。 
Ａ 現在、新鶴庁舎の一部を貸している実績はあるが、他は決まっていない。介護施設等

も検討できる。ご意見として承る。 
Ｑ 道州制が検討されている。施設をつくっても無駄になるのではないか。 
Ａ 道州制を前提として考えていない。現状の体制が継続される前提で検討している。 
Ｑ 分庁舎があった方が災害の際のリスク分散になるのではないか。 
Ａ ご意見として承る。 
Ｑ 私の意見として、借金は嫌いである。 
Ａ ご意見として承るが、将来に渡って町民が利用するという性格上、必要な借金もある

のでご理解願いたい。そして合併特例債は有利な借金であることも付け加える。 
Ｑ 廃校になった小学校の利活用など今回の資料に入っていない。赤沢小学校は IT 関係の

利用があるようだが、本郷の学校はどのように検討されているのか。 
Ａ 本郷については決まっていない。耐震上使えない建物である。 
Ｑ 地区公民館の老朽化についてはどのように考えているのか。今回施設を建設して借金

すると地区公民館の建設（更新）ができなくなるのではないか。また、学び－なの規模

では地区公民館の機能までは集約できないので、地区公民館の更新が必要になる。 
Ａ 地区公民館は従来小学校区単位で１館という考え方があった。対象とされている地域

の人口等も考えながら、今後について検討していかなければならない。もう少し時間が

かかるだろう。今回の議論は美里公民館を中心とした複合文化施設についてとしたい。 
 
《第３次総合計画策定に向けたまちづくりについての質疑》 
特になし 
 


